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第２３号議案 

   豊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬額及び費用弁償額並びにその

支給に関する条例の一部改正について 

 豊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬額及び費用弁償額並びにその支給

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和６年２月２１日提出 

                     豊川市長 竹 本 幸 夫   

 

 

   豊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬額及び費用弁償額並びにその

支給に関する条例の一部を改正する条例 

 豊川市特別職の職員で非常勤のものの報酬額及び費用弁償額並びにその支給

に関する条例（昭和３１年豊川市条例第１５号）の一部を次のように改正す 

る。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

 区分 報酬額   区分 報酬額  

 教育委員会の委員 月額   48,400円   教育委員会の委員 月額   48,300円  

 (略)    (略)   

 代表監査委員 月額  118,900円   代表監査委員 月額  118,600円  

 識見を有する者から

選任された監査委員 
月額  111,900円 

  識見を有する者から

選任された監査委員 
月額  111,600円 

 

 議会の議員の中から

選任された監査委員 
月額   38,300円 

  議会の議員の中から

選任された監査委員 
月額   38,200円 

 

 (略)    (略)   

 備考 (略)  備考 (略) 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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     理 由 

この案を提出するのは、特別職の職員で非常勤のものの報酬額の適正化を図

る必要があるからである。 

 


